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に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※
指
定
工
事
業
者
が
分
か
ら
な
い
場

合
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
上
下
水
道
課
　
水
道
Ｇ

　
☎

（84）
３
０
０
０
（
直
通
）

　
計
量
法
に
よ
り
、
取
引
ま
た
は
証

明
に
使
用
す
る
は
か
り
は
、
２
年
に

１
回
、
県
の
定
期
検
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
町
で
は
、
次
の

日
程
に
よ
り
定
期
検
査
を
実
施
し
ま

す
の
で
、
必
ず
受
検
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
現
地
で
の
検
査
を
希
望
さ

れ
る
場
合
、
別
途
料
金
に
な
り
ま
す

が
計
量
士
に
よ
る
巡
回
検
査
の
制
度

も
あ
り
ま
す
。

○
日
時
　
12
月
18
日
㈮

　
午
前
10
時
～
午
後
3
時

  

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

○
場
所
　
役
場
東
側
車
庫
前

○
当
日
持
参
す
る
も
の

①
受
検
通
知
ハ
ガ
キ

②
は
か
り
（
分
銅
・
お
も
り
も
必
ず

　
持
参
）

③
手
数
料
（
１
台
あ
た
り
５
２
０
円

　
～
３
，
０
０
０
円
程
度
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　
☎

（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

で
す
。
今
年
度
も
令
和
３
年
２
月
に

農
業
所
得
事
前
相
談
会
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
収
支
内
訳
の
作
成
が
困
難

な
方
は
、
相
談
会
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

※
青
色
申
告
は
、
納
税
者
自
ら
税
法

に
従
っ
て
計
算
し
、
納
税
す
る
制

度
で
す
。
役
場
で
の
申
告
受
付
は

で
き
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
土
地
や
家
屋
に
対
す
る
固
定
資

産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
課

税
さ
れ
ま
す
。
年
内
に
家
屋
の
滅
失

（
取
り
壊
し
）
や
増
築
・
改
築
し
た

場
合
ま
た
は
売
買
な
ど
に
よ
り
未

登
記
家
屋
の
所
有
者
が
変
わ
っ
た
場

合
、
町
民
税
務
課
ま
で
届
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
土
地
の
現
況
地
目
を
変
更

し
て
い
る
場
合
に
も
同
様
で
す
。

　
た
だ
し
、
す
で
に
法
務
局
で
登
記

が
済
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
届
出
不

要
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
毎
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
ま
で

の
１
年
間
に
農
業
を
営
み
、
農
産
物

の
販
売
に
よ
る
収
入
等
が
あ
っ
た
方

は
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
た
だ
し
、
事
業
と
し
て
行
っ
て
い

な
い
農
業
（
農
産
物
を
全
く
出
荷
・

販
売
せ
ず
に
、
自
家
用
の
飯
米
や
野

菜
の
み
の
場
合
）
に
つ
い
て
は
、
申
告

不
要
で
す
。

○
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
が
必
要
で
す

・
記
帳
す
る
内
容

　
売
上
な
ど
の
収
入
金
額
、
仕
入
れ

や
経
費
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

取
引
の
年
月
日
・
売
上
先
・
仕
入

先
・
経
費
の
金
額
等
を
帳
簿
に
記

載
し
ま
す
。

・
帳
簿
等
の
保
存

　
収
入
金
額
や
必
要
経
費
を
記
載
し

た
帳
簿
の
ほ
か
、
取
引
に
伴
っ
て

作
成
し
た
帳
簿
や
受
け
取
っ
た
請

求
書
・
領
収
書
な
ど
の
書
類
を
保

存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
収
入

金
額
や
必
要
経
費
を
記
載
し
た
帳

簿
は
７
年
、
そ
の
他
（
請
求
書
・

領
収
書
等
）
は
５
年
保
存
が
必
要

で
す
。

○
事
前
相
談
会
の
お
知
ら
せ

　
農
業
所
得
の
申
告
は
、
収
入
の
大

小
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
者
ご
自
身

に
よ
る
収
支
計
算
の
も
と
行
う
も
の

　
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
と
水
道
管
や

水
道
メ
ー
タ
ー
等
が
凍
結
し
、
水
が

出
な
く
な
っ
た
り
、
破
裂
し
た
り
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
特
に
凍
結
し
や
す
い
場
所

・
風
当
た
り
が
強
い
戸
外
に
あ
る
水

　
道
管

・
北
向
き
で
、
日
陰
に
あ
る
水
道
管

・
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
水
道
管

○
防
寒
の
仕
方

　
蛇
口
は
破
裂
し
や
す
い
た
め
、
水

道
管
の
上
部
ま
で
保
温
材
を
包
ん
で

く
だ
さ
い
。

※
保
温
材
が
な
い
場
合
、
毛
布
や
布

な
ど
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

○
水
道
管
が
凍
っ
て
し
ま
っ
た
ら

　
自
然
に
解
け
る
の
を
待
つ
か
、
タ

オ
ル
や
布
を
か
ぶ
せ
、
そ
の
上
か
ら

ぬ
る
ま
湯
を
か
け
、
ゆ
っ
く
り
解
か

し
て
く
だ
さ
い
。

※
急
に
熱
湯
を
か
け
る
と
、
水
道
管

や
蛇
口
が
破
裂
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
水
道
管
が
破
裂
し
て
し
ま
っ
た
ら

　
宅
地
内
の
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内

に
あ
る
止
水
栓
を
締
め
、
指
定
工
事

業
者
に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

　
止
水
栓
の
場
所
が
分
か
ら
な
い
場

合
、
破
裂
し
た
部
分
に
タ
オ
ル
や
ビ

ニ
ー
ル
テ
ー
プ
を
巻
き
つ
け
、
応
急

処
置
を
し
て
か
ら
、
指
定
工
事
業
者

農
業
所
得
の
確
定
申
告
を

お
願
い
し
ま
す

土
地・家
屋
の
届
出
を
お

願
い
し
ま
す

水
道
管
の
凍
結
に
注
意

し
ま
し
ょ
う

は
か
り
の
定
期
検
査
を

実
施
し
ま
す


